
日
中
両
国
の
知
恵
で

尖
閣
問
題
は
将
来
に
委
ね
た

尖
閣
諸
島
問
題
で
は
、
日
本

は
「
固
有
の
領
土
」
と
し
、
中

国
、
台
湾
も
領
土
と
主
張
し
て

い
ま
す
。
こ
の
問
題
が
急
速
に

浮
上
し
た
の
は
、
海
底
の
資
源

調
査
に
よ
り
石
油
や
天
然
ガ
ス
、

レ
ア
メ
タ
ル
等
の
存
在
が
明
ら

か
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

１
９
７
８
年
８
月
10
日
、
来

日
し
た
鄧
小
平
中
国
共
産
党
副

主
席
は
「
こ
れ
は
数
年
、
数
十

年
、
百
年
で
も
脇
に
置
い
て
お

い
て
も
よ
い
。
日
中
条
約
の
精

神
に
基
づ
い
て

将
来
じ
っ
く
り

と
双
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
方

法
を
見
つ
け
れ
ば
よ
い
」
と
話

し
、
日
本
側
は
そ
れ
を
聞
き
お

き
、
事
実
上
容
認
し
ま
し
た
。

当
時
の
日
本
も
中
国
も
、
親

善
の
た
め
尖
閣
諸
島
の
領
有
権

問
題
に
ふ
れ
ず
に
尖
閣
諸
島
の

帰
属
問
題
は
、
２
０
１
１
年
ま

で
は
事
実
上
の
「
棚
上
げ
」
で

推
移
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
２
０
１
２
年
４
月

16
日
、
米
国
で
当
時
の
石
原
慎

太
郎
都
知
事
は
東
京
都
が
尖
閣

諸
島
を
購
入
す
る
と
宣
言
。
さ

ら
に
、
当
時
の
野
田
佳
彦
首
相

が
「
尖
閣
は
歴
史
上
も
国
際
法

的
に
も
我
が
国
固
有
の
領
土
で

あ
る
」
と
国
有
化
し
て
以
来
、

日
中
間
の
争
い
と
な
り
ま
し
た
。

但
し
、
米
国
は
尖
閣
諸
島
の

帰
属
問
題
に
つ
い
て
は
口
を
閉

じ
て
い
ま
す
。

今
は
日
中
双
方
が
尖
閣
諸
島

の
領
有
権
を
主
張
し
、
中
国
は

尖
閣
諸
島
の
接
続
水
域
に
漁
船

や
巡
視
艇
を
派
遣
、
日
本
も
海

上
保
安
庁
が
警
備
を
強
化
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
自
衛
隊
の
出

動
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
こ
の

ま
ま
で
は
不
測
の
事
態
が
起
き

か
ね
ま
せ
ん
。

こ
の
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
は

互
恵
平
等
の
精
神
に
立
ち
、
双

方
の
経
済
的
利
益
、
国
益
に
沿
っ

た
解
決
を
目
指
し
、
領
有
権
は

棚
上
げ
す
る
の
が
賢
明
な
知
恵

と
言
え
ま
す
。

政
府
も
認
め
て
い
た

徴
用
工
問
題
・
個
人
請
求

韓
国
と
は
「
従
軍
慰
安
婦
問

題
」
、
「
徴
用
工
問
題
」
で
対

立
し
た
ま
ま
で
す
。
特
に
「
徴

用
工
問
題
」
で
は
、
日
本
政
府

は
「
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
り

解
決
済
み
」
と
し
、
韓
国
は
話

し
合
い
の
窓
口
は
開
か
れ
て
い

る
と
し
て
い
ま
す
が
、
貿
易
、

軍
事
協
定
の
見
直
し
な
ど
に
エ

ス
カ
レ
ー
ト
、
解
決
の
糸
口
が

未
だ
見
え
ま
せ
ん
。

１
９
９
０
年
代
に
国
会
で
政

府
は
韓
国
人
被
害
者
に
つ
い
て

も
日
韓
請
求
権
協
定
で
放
棄
が

さ
れ
た
の
は
外
交
保
護
権
に
す

ぎ
ず
、
個
人
の
請
求
権
は
消
滅

し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い

ま
す
。

そ
の
後
約
10
年
間
、
多
数
の

戦
後
補
償
裁
判
の
中
で
日
本
政

府
が
「
日
韓
請
求
権
協
定
で
解

決
済
み
」
と
の
主
張
を
行
う
こ

と
は
な
く
、
外
務
省
発
行
の
文

書
に
も
「
請
求
権
放
棄
条
項
で

放
棄
し
た
の
は
外
交
保
護
権
で

あ
る
と
い
う
の
が
日
本
政
府
の

一
貫
し
た
見
解
」
と
明
記
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
２
０
０
０
年
以
降
、

戦
後
補
償
裁
判
で
日
本
政
府
に

不
利
な
判
断
が
出
は
じ
め
る
と
、

政
府
は
突
然
主
張
を
変
え
、
戦

後
補
償
問
題
は
条
約
の
請
求
権

放
棄
条
項
で
「
日
韓
請
求
権
協

定
に
よ
り
解
決
済
み
」
と
の
コ

メ
ン
ト
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

日
本
政
府
は
「
ガ
チ
ン
コ
対

決
」
外
交
を
転
換
し
、
中
国
、

韓
国
と
先
ず
話
し
合
い
の
テ
ー

ブ
ル
に
着
き
、
知
恵
あ
る
解
決

方
法
を
模

索
す
る
べ

き
で
す
。

安
倍
首
相
は
辞
任
に
際
し
て
、
や
り
の
こ
し
た
課
題
を
３
つ
あ
げ
、

拉
致
問
題
と
ロ
シ
ア
と
の
平
和
条
約
な
ど
が
未
解
決
で
任
期
を
終

え
る
こ
と
に
悔
い
を
表
明
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
安
倍
外
交
を

俯
瞰
す
る
と
、
中
国
、
韓
国
、
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
と
は
「
領
土
・
領

海
」
問
題
や
「
歴
史
認
識
」
問
題
を
め
ぐ
り
、
摩
擦
や
軋
轢
を
急

増
さ
せ
問
題
解
決
は
遠
の
く
ば
か
り
で
し
た
。

改
め
て
政
府
・
与
党
に
憲
法
前
文
、
９
条
に
立
脚
し
た
新
た
な

外
交
姿
勢
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

ガチンコ対決„を続ける旧安倍外交から転換を
相互の話し合いから事態打開へ！
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